
「大人の発達障害」診療ご希望 について 

 

○高校卒業した年齢の方について、現在、評価・診断のための診療は行ってお

りません 

 

○これまで幼少期に評価・診断を受けたことがある方の場合 

・児童相談所、他医療機関などで受けた方は、そちらにご相談ください 

・当院（旧酒田市立病院含む）精神科にて受けた方は、事前に下記までお問い

合わせください 

＊当時受け取られた所見用紙など、受診時期や当時の状況が分かるものを

ご準備の上 代表番号 ０２３４（２６）２００１ から心理室へ  

（月～金：１０時３０分～１３時３０分の間） 

 

日本海総合病院精神科 2019 年 6 月 

 

 

 

 


